
2026年度 

関西大学会計専門職大学院  入学試験問題（1 月募集） 

［一般入試〔素養重視方式〕］ 

小 論 文 

受験上の注意事項 

1  監督者の指示があるまで、この問題用紙を開くことはできません。 

2  試験場においては、すべて監督者の指示に従ってください。 

3  問題は 13ページまであります。 

4  試験時間は 90分 です。 

試験開始から終了までの間、試験教室からの途中退出はできません。 

5  机上には受験票、筆記用具、時計（計時機能のみのもの）以外のものは置かないでくださ

い。 

6  時計のアラームは解除し、また、携帯電話・スマートフォン・ウェアラブル端末・携帯型

音楽プレイヤー等は必ず電源を切ってカバンにしまってください。 

7 問題冊子の余白等は適宜使用してもかまいませんが、ページを切り離したり破いたりして

はいけません。 

8  不正行為を行った者は試験を無効とします。 

入学試験日 2026 年 1月 25日（日） 



小論文

問題

次の資料［第 217 回国会 衆議院 予算委員会 第 22 号（令和 7 年 5 月 12 日

（月曜日））会議録（部分）］を読んで以下の問いに答えなさい。 

（１）アメリカの関税措置は、アメリカにとっても問題があると指摘されていま

す。具体例を２つ挙げて説明しなさい。 

（２）年金制度に関して、以下の３つの問いに答えなさい。

①賦課方式の年金制度とは、どのような制度であると述べられていますか。

②当該制度にはどのような問題点があると指摘されていますか。

③また、そのような問題点に対して、どのような施策があると述べられていま

すか。 

（３）社会保障の分野に関して、以下の２つの問いに答えなさい。

①社会保障の分野では、具体的にどのような問題が発生していると述べられて

いますか。 

②また、これに対してどのような対応を行ってきたと述べられていますか。

（４）下請けの中小企業は、現在厳しい状況にあると指摘されています。

①当該状況と、②それを踏まえた対応策について、それぞれ３つ挙げて説明し

なさい。
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資料［第 217 回国会 衆議院 予算委員会 第 22 号（令和 7 年 5 月 12 日（月曜日））会議

録（部分）］（固有名詞は記号化するなど一部改作しています）

○Ｓ委員 Ｊ党のＳでございます。

本日は、予算委員会での質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。理事、

関係各位の皆様には厚く御礼を申し上げたいと存じます。 

早速でございますけれども、質問に入らせていただければと思います。 

アメリカのＴ大統領が就任して、関税措置は非常に大きな危機をもたらしているところ

でございます。今日は、関税、社会保障、そして中小企業政策、年金を中心に質問をさせて

いただきたいと思います。 

 まず、関税についてでございますけれども、そもそも、なぜ自由貿易が必要なのか、重要

なのか。 

リカードの比較優位説というものがございます。比較優位説が示しているところでは、世

界の国々にはそれぞれ得意分野がありまして、得意分野を強くして輸出をして、不得意なと

ころは輸入をして、そして共存共栄で世界全体が強く豊かになっていく、そういったもので

あるんですけれども、これには実はデメリットがありまして、まず、元々不利な産業がなか

なか自国で育ちにくいということがあります。あと、政治リスクがあるということでありま

す。 

 まさに今回でありますけれども、売ってあげない、買ってあげない、こういうことがあれ

ば深刻な被害が出てしまう。であるからこそ、食料安全保障を考えても日本の農作物は守ら

なければなりませんし、Ｔ政権には、今回の関税措置によってお互いの繁栄を損なうんだと

いうことをしっかり伝えていかなければならないと思っております。 

 今回の関税措置で、恐らくＴ大統領のもくろみどおり、大統領の存在感あるいは注目度、

こういうものは高くなっていると思っておりますけれども、一方で、短期的に見ても、長期

で見ても、アメリカの繁栄自体にはつながっていないのではないか、そのように思っておる

ところであります。この中で、我が国として、我が国の産業力を保っていくにはどのように

したらよいか考えていかなければならない、そのように思っております。 

 日米同盟があるわけですから、関税措置はまず撤廃を目指して、しっかりと粘り強く政府

には交渉していただきたいと思いますし、また同時に、この関税が撤廃されない場合に備え

て対策も進めていかなければならない、そのように思っております。 

 今は猶予期間ということであるんですけれども、自動車や自動車部品、これはしっかり二

五％の追加関税がかかっているところであります。アメリカでも、ＺＭ社、Ｆ社、有名な自

動車メーカー、完成車メーカーがあるんですけれども、実際、こういったメーカーは、部品

が六〇％は海外から輸入をされているんですね。ここにも関税はかかるわけですが、軽減措

置を打ち出されるということであるんですが、それでもアメリカには深刻な影響が出ると

思っております。いずれはアメリカ国内で作るんだということであるんですが、軽減措置の
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二年間どころか、五年かけてもこれはなかなか難しいんじゃないかと私は思っているとこ

ろであります。 

 先日、私は、地元広島の自動車メーカーのＭ社をヒアリングに伺ってまいりました。サプ

ライヤーの方も含めて、様々な方からお話を伺ったところであります。かなり深刻です。メ

ーカー本体のみならず、自動車メーカーは、やはり多くのサプライチェーンによって支えら

れているところがあります。実際、ティア１からティア２、もっとというところで、自動車

のサプライヤーから販売、修理、そういった関連を含めると、我が国だけで五百万人以上の

雇用を支えている、そのように認識をしておるところであります。 

 関税分、いずれ価格が高くなって、売れなくなったりすると、生産台数が維持をされなく

なって、サプライヤーも崩壊の危機に瀕すると思っておるところであります。是非このサプ

ライヤーの対策に関してお伺いをしたいと思います。 

 これまでもＪ党として関税対策本部から提言をしまして、そして、政府からも緊急対応パ

ッケージをいただいておるところであります。日本の基幹産業である自動車産業そして自

動車部品、そのサプライチェーンを守るために政府としてどのような対策を講じていくの

か、また、今後の情勢に応じて更に追加的な対策も必要になるかと思いますけれども、ＩＳ

総理の御見解をお伺いしたいと思います。 

 

○ＩＳ内閣総理大臣 委員から今御指摘がありましたリカードの比較優位説はそのとおり

でございます。どの産業も強いということであればよいのですが、やはりそれぞれの国には

得手不得手がある、あるいは向き不向きがあるということでございます。 

 じゃ、自動車をどうしましょうか。委員の選挙区にはＭ社があるわけでございますが、こ

れは、日本とアメリカの協力によって、よりよいものを造っていくということが大事なので

はないだろうかというふうに考えております。 

 したがいまして、関税は撤廃を求めるということでございます。ただ、これがあろうがな

かろうが、いかに日本の自動車産業をより強くしていくかという観点も同時に大事なこと

でございます。 

 政府といたしましては、ＨＳ県は二十五か所だったと思いますが、全国に千か所の窓口を

設けました。そこに来ていただいて、一体どの産業が影響を受けるのか、アメリカの需要と

供給というものはどうなっていくのか、アメリカの景気はどうなっていくのか、日本のそれ

ぞれの産業を強くするためにどんな措置がなされていくのか、あるいは、資金繰りが非常に

厳しい、それに対してどのような措置が講ぜられるかということを、向こう様から来ていた

だくだけのみならず、こちらの方から、政務三役を中心としてあらゆる業種に出向いて、こ

ういう形でやらせていただきますということをお話をするようにいたしております。 

 当面の影響をどう回避するか、それぞれの産業をどのようにして強くしていくか、そして

当面の影響に対してどのような措置を講ずるかということに対しまして、政府といたしま

して万全の対策を期してまいりますし、同時に、国民の皆様方の生活というものをよく見な
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がら、必要であれば、ちゅうちょなく追加的な対策を行うというものでございまして、議員

の先生方の更なるお力添え、御協力を賜りたいと存じておるところでございます。 

○Ｓ委員 ＩＳ総理、ありがとうございました。

総じて我が国の産業を守るための強い決意をお伺いできた、そのように思っておるとこ

ろであります。 

 世界的な物価高を背景にして、我が国でも物価高が起きているところでありますが、これ

に対抗していくためには、やはりしっかり賃上げを進めていくことが必要だ、そのような認

識で政府も対策を行っていただいていると承知をしております。 

 我が国の雇用は、七割は中小企業、小規模事業者の皆様によるものであります。今回の関

税措置は、これまでの賃上げや投資を促す、こういった中小企業政策に大きく水を差すもの

ではないか、そのように思っております。 

 まだ現時点、この瞬間には、自動車のサプライチェーンにおいても直接的な影響は大きく

は出ておりません。ただ、今後、明らかに影響は出てきますし、受注が減っていくことが予

想されるなど、見通しが立たない現状では、投資を控える、あるいは賃上げもしにくい、こ

ういうことが起こってくると思っております。 

 また、資金繰りへの不安の声、これは非常に多くいただいております。このままでは、こ

れまでの中小企業政策とは真逆の方向に行ってしまうのではないか、そのようにも懸念を

しております。 

 中小企業、小規模事業者への影響は計り知れないところがありまして、まさに私は国難で

はないか、それぐらいに思っております。やはりこの関税措置が続いていくならば、災害や

新型コロナなど、こういったことに準じた規模の対策が必要ではないか、そのように考えて

おります。 

 先ほど総理もお触れになりましたけれども、相談窓口を多く設置をいただいておられる

ところであります。今日までの中小企業の相談状況はどのようになっているか、また、中小

企業の資金繰り対策につきまして万全を期すべきではないかと思いますが、М経産大臣の

御見解をお伺いしたいと思います。 

○М国務大臣 中小企業の賃上げに対する御質問をいただきました。

これまでのところ、相談窓口あるいはプッシュ型での現状把握で、約三千件の今相談を受

けております。相談内容としては、関税措置の内容確認が多いわけですけれども、資金繰り

に関する相談も増加をしてきているところであります。委員がおっしゃるとおり、将来に対

する不安というのは、ますます今大きくなってきているものだと私も肌で感じているとこ

ろです。 

 短期の支援策としては、セーフティーネット貸付けの利用要件の緩和ですとか中小企業

の設備投資支援について、関税影響を受けた事業者に対する優先採択など、資金繰りの支援
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ですとか中堅・中小企業の事業強化策を講じてきているところです。その上で、関税措置の

影響拡大、これがますます見込まれるということになれば、セーフティーネット貸付けの金

利引下げについても検討することとしているところです。 

 総理からも、中小企業支援に万全を期すよう御指示をいただいておりまして、現場の状況

をしっかり把握しながら、実態に即した効果的な支援策を検討してまいりたいと思います。 

 物価を上回る賃金を何とか今年は実現しようということで、Ｊ党の部会長としてもこれ

までもお骨折りをいただきましたＳ先生ですけれども、引き続き党内の取りまとめ、また現

場の声をこれからも引き続き入れていただけるように、そして我々としっかり頑張ってい

ただけるように、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

○Ｓ委員 ありがとうございます。

中小企業、小規模事業者は、まさに我が国の経済の基盤でありまして、しっかりと守り抜

く決意を共有させていただけたと思います。ありがとうございます。 

 今回の関税措置は、米国にとっても自分の首を絞める側面があるということは、再び申し

上げたいと思います。 

 先日、Ｐという会社を視察させていただきました。米国の電気自動車やデータセンターを

支える蓄電池を製造、輸出をしております。これは基幹部品そのものでありまして、まさに

米国の産業においても欠かせないものだ、そのように思っております。今回の関税措置で価

格転嫁をせざるを得なくなったら、米国の産業にも打撃を与える可能性が高いと思ってお

ります。 

 Ｐもカンザスに工場を建設中でありまして、これから一万人の雇用を生む予定だという

ことであります。これまでも今も我が国の民間企業は米国へ投資を行って、雇用にも貢献し

ている、こういったことをしっかりと強調して、引き続き粘り強く交渉に当たっていただき

たい、そのように思っております。 

 また、電池でいいましたら、例えば部素材、そして製造装置、これはかなり大きいんです

けれども、これが関税措置から除外されなければ、米国での工場建設、生産そのものにも支

障を来します。これはやはり両国の経済には大きくマイナスになるものであります。これも

やはり日米でしっかりと早急に議論を詰めないといけないと私は思っております。 

 日本の製品が選ばれるのは、何もずるではなくて、高い安全性能があるからであります。

品質です。米国の自動車メーカーやデータセンター事業者も、日本からの部品、装置はその

安全性と品質ゆえに選ばれておりまして、私は代替性がないものだと思っております。特に、

電気自動車は、質の低い電池を使うと爆発するリスクがあるというものであります。やはり

今回の関税措置で日本の安全な蓄電池のような産業の競争力が下がることは、米国企業に

とっても望ましくないことだと思っております。 

 同様のことが鉄鋼や自動車部品にも言えるところであるんですが、今回の関税措置の影

響で、例えば、中国や韓国の製品がアメリカからはじかれて、それが既存の輸出先以外の国
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に出回って、回り回って我が国の産業を破壊してしまう、そういう可能性も考えているとこ

ろであります。 

アメリカにはじかれた安価な他国の製品が日本の高品質な産業を破壊しないよう、しっ

かりと日本の蓄電池産業などの製造業の競争力強化に向けた取組を強力に進めるべきだと

考えておりますけれども、引き続きМ経産大臣の見解をお伺いしたいと思います。 

○М国務大臣 委員がおっしゃるとおり、蓄電池はもちろんですけれども、様々なところで

アメリカの関税の影響は大きいんだというふうに認識をしているところです。Ａ大臣を中

心に、関税措置の見直しについて、引き続き強く撤廃を求めていきたいというふうに思って

おるところです。 

 また、外国の蓄電池の案件ですけれども、競争力をつけるためには、蓄電池の性能とかあ

るいは安全性といった強み、今先生がおっしゃっていただいたようなものが日本は非常に

強いわけですけれども、ここを維持強化をしながら、コスト競争力の向上に取り組む必要が

あると認識をしているところです。 

 安全性等が確保された蓄電池の導入を国内で促進するため、導入補助金などの要件に、安

全性に関する第三者認証の取得ですとか、事業者によるサイバーセキュリティー対策を求

めてきているところです。 

また、二〇三〇年までに、蓄電池の年間製造能力ですけれども、ここは百五十ギガワット

アワーとの目標を掲げ、国内の生産基盤確立の設備投資等を支援しているところです。これ

まで百ギガワットアワー以上の計画が進行するなど、着実に進行してきているところであ

ります。 

 さらに、電池用の鉱物の安定供給確保に向けて、カナダなど有志国との連携による供給源

の多角化、また、回収技術の開発や設備投資支援によるリサイクルシステムの確立も進めて

いるところであります。 

 こうした取組を継続しながら、日本の蓄電池産業の競争力を強化させていきたいという

ふうに思っております。 

○Ｓ委員 ありがとうございます。

我が国のサプライチェーンそして製造業の堅持に、是非政府一丸となって取り組んでい

ただきたい、そのように思います。 

次に、年金に関してお伺いをさせていただければと思います。 

 我が国の年金制度は賦課方式を取っております。これは、積立てとは違い、基本的に現役

世代が高齢世代を支える構造となっているところであります。当然、人口動態は変化をしま

すし、その時々の物価の状況、所得の状況によって、あるべき年金の姿も変動していくもの

だ、そのように思っております。今の制度では、財政検証を基に定期的に年金を見直し、制

度の仕組みをつくり直すことが必要となっているところであります。まさに今回、そのよう
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な中で年金法改正の議論が出てきていると思っております。 

 物価高によって、国民の生活は大変変わってきております。ただし、年金に関しては、や

はり世代を超えて制度を維持していかなければなりません。今の年金受給も大事でありま

すけれども、次の世代にまでしっかりと持続可能な仕組みづくりをしていかなければ、常に

将来への不安が国民につきまとうことになると思っております。 

 今回の年金法の改正に関して、法改正の意義と現在の検討状況につきまして、ＩＳ総理か

らお伺いできればと思います。 

 

○ＩＳ内閣総理大臣 これはずっと課題になっておることで、とにかく、賦課方式というの

はこういうものです。つまり、払う人がたくさんいて、もらう人が少なければそれは成り立

つ制度だが、払う人は少なくなり、もらう人が多くなるということになるとその制度のサス

テーナビリティーが危うくなるというのは、これは子供が考えたって分かるお話でござい

ます。 

 そうすると、じゃ、どうするんだいということで、保険料を増やしますかというと、これ

はなかなか厳しいねと。もらう額を減らしますか、この生活が苦しいのにどうしてくれるん

だという話になるわけです。そうすると、もらう人を減らしますかという議論は、結局、支

給開始年齢を遅らせるかというお話になってくるわけです。 

 消費税導入のときに、公費をどれだけ入れるんだという議論をさんざんいたしましたの

はもう三十年以上前のことでございますが、その問題は今も続いているということだと思

っております。よって、厚生年金法、国民年金法に基づきまして、五年に一回財政検証を行

い、その結果を踏まえ、必要な見直しを行っていく。 

 今回の改正法案は、現在、最終調整を行っておるところでございますが、一つは、より手

厚い年金が受けられるように被用者保険の適用を拡大する、二つ目は、就労収入を得ながら

年金をより多く受け取れるように在職老齢年金制度を見直す、これは私的年金、個人型確定

拠出年金でございますが、ｉＤｅＣｏの加入可能年齢を七十歳まで拡大するというような

措置を考えておるところでございまして、将来の受給者の給付も充実させつつ、現在の受給

者の年金の増額措置を盛り込んだという極めて重要な意義を持つものでございます。 

 国民の皆様方の暮らしと密接に関わるものでございますし、御関心も高いので、与党にお

いて様々な御意見を伺いながら議論を重ねてまいりましたが、三月十三日、私から厚生労働

大臣またＪ党の幹部の皆様方に対しまして、早急に党内調整を進めるというふうに指示を

いたしました。 

 明日にも与党におきまして法案提出に向けた最終的な審議を行っていただくということ

になっておると承知をいたしておりますが、私どもといたしましては、その結果を踏まえ、

今月中旬、もう中旬ではございますが、今月中旬には法案を提出したいと考えております。

最終的な詰めの努力をしてまいりたいと考えておるところでございます。 
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○Ｓ委員 ありがとうございます。

是非検討を進めていただきたい、そのように思います。

先ほどおっしゃられましたが、今回の改正の中身でございます。適用拡大など、必要な改

革が盛り込まれている、そのように認識をしておりますが、ただ、今回、マクロ経済スライ

ドの具体的な仕組みづくり、これは盛り込まない方向となった、そのように伺っておるとこ

ろであります。 

 このマクロ経済スライドは、恐らく、今、中継を御覧になられている方々もなかなか分か

りづらいものだ、そのように思っております。基本的に、人口減少、あるいは平均寿命が延

びることなど、社会情勢に合わせて緩やかに公的年金額を調整していく仕組みだ、そのよう

に認識をしております。今、我が国の年金制度は、先ほど来ありますとおり、賦課方式を取

っておりますから、特に、今、人口減少社会である中で、現役世代に過度に負担とならない

ように、賃金や物価も加味して、さらにはマクロスライドなども使って、様々調整されてい

くものとなっております。 

 各世代の負担や状況を考えると、私も一九七五年生まれでありまして、ちょうどいわゆる

第二次ベビーブームの最後の世代ぐらいでありました。ちょうどこの頃は、本当に受験も就

職も大変厳しい時代であったところであります。およそ一九七三年から大体八二年ぐらい

に生まれた世代の皆様、これが就職氷河期世代と言われることが多くございます。就職が大

変厳しい中で、厚生年金の加入期間が非常に短いとか、やはり基礎年金への依存度が高くて、

元々低年金が問題となっているところであります。この低年金問題は、やはりしっかり対応

していかないと、安心した暮らしがなかなかちょっとできないということがあろうかと思

います。 

マクロ経済スライド、基礎年金の底上げ、今回はラストチャンスではなくて、マクロスラ

イドはまだ続いているところでありますから、次回の財政検証も踏まえて、しっかりと対応

を継続していただきたいと申し上げたいと思います。ただ、一方で、年金に関しては特に、

財源に根拠のない議論は厳に慎むべきだ、そのようにも考えております。 

 それらのことも踏まえて、現在、就職氷河期世代とされている世代の年金問題への対応に

ついて、Ｆ厚生労働大臣からお伺いをしたいと思います。 

○Ｆ国務大臣 御承知のとおり、年金の実際の給付水準につきましては、今後の経済状況の

変化によって変わり得るものでございます。 

 政府として移行を目指しております成長型経済では、将来の基礎年金の給付水準がおお

むね維持される見通しでございまして、基礎年金の底上げ措置がなくとも将来の給付水準

が確保されるものと考えています。 

 他方、仮に経済が好調に推移しない場合におきましては、基礎年金の将来的な給付水準の

低下のおそれがございます。このため、元々、経済が好調に推移しない場合の備えといたし

まして、マクロ経済スライドの調整期間を早期に終了させる措置を、二〇二九年に予定され
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ております次期財政検証後に発動の可否を判断する仕組みとして提案をさせていただいて

おりました。 

 ただ、一方で、御案内がありましたように、就職氷河期世代以降の方が年金を受けるのは

二〇三〇年代半ば以降でありますことから、それまでに就職氷河期世代を念頭に置いた

様々な支援策も講じながら、次の財政検証の結果を踏まえ、年金制度における対応が必要な

場合には適切に検討し、必要な措置を講じてまいりたいと思います。 

○Ｓ委員 ありがとうございます。

是非、財政検証の結果も踏まえて、持続可能な仕組みづくりに引き続き取り組んでいただ

きたい、そのように思います。 

 次に、年金と同様に社会保障の分野となりますけれども、医療、介護、障害福祉に関して

お伺いをさせていただきたいと思います。 

 現在、医療、介護、障害福祉は、基本的に公的サービスの報酬で賄われているところであ

ります。そして、それぞれ報酬改定が定期的に行われているところであります。 

 今、深刻な物価高にあって、一般的にも、国が賃上げに取り組んでいるところであります

し、また、人材確保のためにも賃上げが必要な状況となっております。ただ、診療報酬、介

護報酬、障害福祉サービス等報酬の報酬改定、これは物価、賃金の上昇に追いついていない

という声が最近多く上がってきているところであります。Ｊ党も、各業界より緊急要望をい

ただいたところであります。このまま放置すると、医療、介護、障害福祉の提供体制の維持、

あるいは医薬品安定提供の体制が根本から危うくなるのではないか、そのように思ってお

るところであります。 

 今は、この診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス報酬等につきましては、あくまで高齢

化の伸びの範囲に抑えるというキャップがかかってきたわけなんですけれども、現在の状

況では非常に赤字の施設が増えている、そのように伺っております。病院の七割が赤字、そ

のような報告も上がっておるところであります。足下でも、緊急で、厳しい運営状況が起こ

っている。やはりこれはもうそろそろ物価と賃金、この伸びに合わせてサービス報酬の伸び

も連動させるべきとの切実な意見、要望が多くいただいておるところであります。 

 やはり中長期的な仕組みづくりも必要であるんですけれども、差し当たっての支援も必

要だと思っておるところであります。政府として、医療、介護、福祉の各機関をどのように

支援をしていくのか、Ｆ厚生労働大臣にお伺いしたいと思います。 

○Ｆ国務大臣 医療、介護、障害福祉の置かれている厳しさにつきましては、委員を始め各

委員からも様々これまで指摘をいただいてきたところでございます。資金繰りが悪化する

ことで、必要な医療であったりサービスが継続できないような事態は何としても避けなけ

ればならないというふうに考えております。 

私どもとしましては、令和六年度報酬改定で一定の措置を講じましたけれども、依然とし
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て物価高騰等の影響がございますため、令和六年度の補正予算におきまして、医療分野では

約一千三百億円、介護分野では約一千百億円、障害福祉分野では約三百七十億円の緊急的な

支援を行ったり、重点支援地方交付金を積み増したり、また、令和七年度予算におきまして

は、入院時の食費基準の引上げを行ってきたところでございます。 

 また、これらの取組の効果が出るまでに資金がショートしてしまってはいけませんので、

そういう意味におきましては、資金繰り支援といたしまして、福祉医療機構の融資を大幅に

拡充をさせていただいたところでございます。 

 補正予算によります支援を全国に速やかに行き届かせるよう、都道府県とも連携して対

応いたしますとともに、その効果であったり、物価などの動向、経営状況など、足下の情勢

変化をしっかりと見ていきながら必要な対応を行ってまいりたいと思います。 

○Ｓ委員 ありがとうございます。

今まさにもう緊急事態になりつつあるのではないかと思っておりまして、引き続き支援

の検討をお願いできればと思っております。 

 最後に、時間がなくなってまいりましたが、物流に関して質問させていただきたいと思い

ます。 

 今回の関税措置は、物流にも影響が出るのではないかと思っております。一つ代表的なの

がトラック運送業であります。 

トラック運送業は、今回、下請法の改正で価格転嫁が進むことが期待されておりますけれ

ども、トラックは、やはり多重委託構造、これが非常に私は問題があるのではないかと思っ

ております。人手不足も続いておりますし、多重委託によって、運賃の原価割れ、あるいは

安全管理に手が回らないなど、そういったことが起こり得るということであります。 

 今これを直ちに解消するのは難しいんですけれども、下請法の改正は今進んでいるとこ

ろでもありますし、やはりこれを機会に根底から物流を効率化していくということが必要

だと思っております。 

 そのためにも、取引適正化のために、公正取引委員会の監視機能の強化を更にしっかりと

進めていくべきと考えますけれども、IＴ大臣の御見解をお伺いしたいと思います。 

○IＴ国務大臣 今回の下請法の改正がしっかりと効力を発揮するためには、公正取引委員

会と本法の執行に関係する行政機関との連携強化を進めることが必要である、このように

思う次第であります。 

 これまでも公正取引委員会における調査、執行体制の強化に努めてきたところでありま

すが、改正法案では、さらに、各業界に関して知見を有する事業所管省庁に対し、現行の調

査権限に加え、指導助言権限も与えることとしております。 

 これによりまして、公正取引委員会と国土交通省を始めとする事業所管省庁との連携強

化を進めるとともに、改正法をしっかりと執行していくために必要な体制の確保を図り、適
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切な価格転嫁、取引適正化の更なる推進、これらに取り組んでまいりたいと考えております。 

○Ｓ委員 ありがとうございます。

まさに価格転嫁を進めていくことで中小企業政策にもなると思いますし、また事故を防

ぐということにもなろうかと思います。是非、力強く進めていただければと思います。 

 時間となりましたので、質問を終了させていただきます。本日は、貴重な機会をありがと

うございました。 

――――――中略―――――― 

○ＦＴ委員 ＫМ党のＦＴでございます。

三年に及んだコロナ禍において、政府は、中小零細企業を守るためにゼロゼロ融資を行っ

てまいりました。そういった中で、現状は返済だとか借換えだとかそういうステージに入る

ようなところで、今回の国難ともいうべき厳しい事態に至ったわけでございます。私が地元

を歩いて聞いてきたお言葉の中には、もう先が見えないので投資を控えるだとかやめてし

まうとか、そういうようなお話が多く出てまいりました。こうなってくると、様子見不況と

いうものが私は心配になってまいります。 

そういった中にあって、やはり力強い資金繰り対策、そして相談対策、こういった、コロ

ナのときに行った以上のしっかりとした支援策、そういったものを講じるべきではないか

と思いますが、大臣の御見解をお伺いいたします。 

○М国務大臣 中小企業にいつも寄り添っていただいている委員に、改めて敬意を申し上

げたいと思います。 

 今おっしゃっていただいたように、コロナ禍の融資の返済負担の軽減のために、民間ゼロ

ゼロ融資を一〇〇％保証で借換え可能な小口の零細企業保証に加えて、日本公庫のコロナ

融資を借換え可能な危機対応後経営安定貸付というものを新設するなどの対応を今講じて

きているところであります。 

 その上で、今回、米国の関税措置を踏まえた対応として、短期の支援策として、日本公庫

のセーフティーネット貸付けの利用要件を緩和するとか、また加えて、今後、金利の引下げ

についても、状況をよく、変化をよく見極めた上で、必要に応じて検討していきたいという

ふうに思っております。 

 また、情報提供については、これはこれまでも総理を始め何回も答弁させていただいてい

ますけれども、全国約千か所の相談窓口や特設ホームページで対応をさせていただいてお

ります。御指摘のプッシュ型の取組も重要であり、政務や職員を現場派遣しながら、これま

で四百四十九件のヒアリングを実施してきております。ジェトロのメールマガジン等も、プ

ッシュ型で情報提供のツールとして活用しておりますけれども、内容の充実を図っていき

-11-



たいと思っております。 

 御党の全国約三千名の地方議員ネットワーク、大変心強いものであります。貴重でありま

して、御礼を申し上げるとともに、今後とも御指導、御協力のほどよろしくお願い申し上げ

たいと思います。 

○ＦＴ委員 大臣、ＫМ党に対する御評価、大変にありがとうございます。

その上で、もう一つ、金融支援についてお伺いをさせていただきたいんです。

実は、現場を歩いてみますと、今回のアメリカの政権交代によって、政策が大きく変更さ

れた。それは何かというと、ＥＶ車の導入なんですね。 

 前政権では、二〇三〇年までに、新車をＥＶとガソリン車と五〇％、五〇％にしていくと

いうような形で、ある意味で、一台当たり七千五百ドル、百十五万円の補助金だとか充電ス

テーションだとか、こういったものをやっていたわけでございますけれども、それを取りや

める方向になった。このことによって、大幅にＥＶ自動車の計画が、減産をする。 

 しかし、こういったものの増設というのは時間がかかりますので、これまでに相当の投資

をしているんだけれども、ある意味で、自動車メーカーは大きいので、含み資産もあって、

そして様々な金融機関の支援がある。そして、中小零細企業においては、先ほどのコロナ融

資じゃないですけれども、厳しいときに政府の手が差し伸べられる。 

 しかし、ティア１、ティア２と言われるような中堅企業に対しては余りそういった金融支

援がないんだ、我々は今本当に厳しい状況に置かれている、こういったところも、サプライ

チェーン全体を守る上においてしっかりと対応してほしいというお言葉をいただきました

ので、この件に関しましても、御答弁があればいただきたいと思います。 

○М国務大臣 ありがとうございます。

ティア１、ティア２への金融支援等々、いわゆる下請さんへの対応だというふうに考えて

おります。 

 政府としては、これまで推進してきましたけれども、取引適正化の取組が今般の関税措置

によって後退することのないように、各事業所管大臣から約千七百の事業者団体に対して、

適切な価格転嫁、また取引適正化の取組を継続するように改めて要請をしているところで

あります。私自身も、自動車業界、又は産業機械業界の経営者のトップの方々とも面会をし

ながら、関税影響を生じる中でも取引適正化をしっかりと進めていただけるように、直接要

請を行ったところであります。 

 先ほど来申し上げましたとおり、プッシュ型で、様々な形で情報収集をさせていただいて

おりますし、中小・小規模事業者へ負担やしわ寄せがないかも含め、関税措置による影響を

注視しながら、現場の実態に即した、今委員のおっしゃられるように、金融支援も含めて、

今後、効果的な対策を講じてまいりたいというふうに思っております。 
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○ＦＴ委員 この件は本当にしっかりとやっていただきたいと思いますので、よろしく申

し上げます。 

 次の質問なんですが、実は私、大学を卒業して十八年間、電子部品を製造、販売する会社

の営業をしておりました。自動車メーカーとも、ティア１、ティア２ともおつき合いをして

いたわけでございますけれども、こういった自動車メーカーとか部品メーカーさんという

のは、年二回のコストダウン、そしてまた、為替が円高になっても円安になってもコストダ

ウンの要求があって、それを渋々のんで対応すると、最終的にはその自動車会社さんが過去

最高益を出している、そういうような状況がたくさんありました。 

 本当に悔しい思いをしたわけでございますが、今本当に、賃上げができる環境をつくるた

めに、こういったコストダウンの要求はしてはならない、こういったものを政府がしっかり

やってくださっているわけでございますけれども、今現場を歩くと、その過去の悪夢がよみ

がえってくる。 

 だからこそ、こういったコストダウン圧力が行われないように、政府として、価格Ｇメン

や、そしてメーカーに対しての指導、こういったものをしっかりやっていただきたいと思い

ますが、大臣の御答弁を求めます。 

○М国務大臣 御指摘はそのとおりだというふうに思います。

先ほども御答弁させていただいたように、これからもしっかり中小企業に寄り添って対

応をさせていただきます。 

○ＦＴ委員 よろしくお願いいたします。
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小論文（解答）

（１）アメリカの関税措置は、アメリカにとっても問題があると指摘されていま

す。具体例を２つ挙げて説明しなさい。 

・アメリカでも、ＺＭ社、Ｆ社、有名な自動車メーカー、完成車メーカーはある

が、実際、これらのメーカーは、部品の六〇％を海外から輸入しており、ここに

も関税はかかること。 

・日本の会社が、米国の電気自動車やデータセンターを支える蓄電池を製造、輸

出をしており、これは基幹部品に該当し、米国の産業においても欠かせないもの

であり、今回の関税措置で価格転嫁をせざるを得なくなったら、米国の産業にも

打撃を与える可能性が高いこと。 

（その他、別解として、電池の部素材や製造装置の例、日本の安全な蓄電池のよ

うな産業の競争力が下がることは、米国企業にとっても望ましくないことなど） 

（２）年金制度に関して、以下の３つの問いに答えなさい。

①賦課方式の年金制度とは、どのような制度であると述べられていますか。

②当該制度にはどのような問題点があると指摘されていますか。

③また、そのような問題点に対して、どのような施策があると述べられていま

すか。 

①積立てとは違い、基本的に現役世代が高齢世代を支える構造となっている

制度。 

②払う人がたくさんいて、もらう人が少なければそれは成り立つ制度だが、払

う人は少なくなり、もらう人が多くなるということになるとその制度のサス

テーナビリティーが危うくなること。

③・より手厚い年金が受けられるように被用者保険の適用を拡大すること

・就労収入を得ながら年金をより多く受け取れるように在職老齢年金制度

を見直すこと 

・ｉＤｅＣｏの加入可能年齢を七十歳まで拡大するというような措置



（３）社会保障の分野に関して、以下の２つの問いに答えなさい。

①社会保障の分野では、具体的にどのような問題が発生していると述べられて

いますか。 

②また、これに対してどのような対応を行ってきたと述べられていますか。

①物価上昇に合わせて賃上げが必要であるが、診療報酬、介護報酬、障害福祉

サービス等報酬の報酬改定、これは物価、賃金の上昇に追いついていない。そ

の結果として、医療、介護、障害福祉の提供体制の維持、あるいは医薬品安定

提供の体制が根本から危うくなること。

②・令和六年度報酬改定で一定の措置を講じたこと。

・令和六年度の補正予算において、医療分野では約一千三百億円、介護分野

では約一千百億円、障害福祉分野では約三百七十億円の緊急的な支援を行

ったこと。

・重点支援地方交付金を積み増したこと。

・令和七年度予算において、入院時の食費基準の引上げを行ったこと。

（４）下請けの中小企業は、現在厳しい状況にあると指摘されています。

①当該状況と、②それを踏まえた対応策について、それぞれ３つ挙げて説明し

なさい。

第１点目 

①状況

トラック運送業は、多重委託構造が問題で、人手不足が続き、多重委託によ

って、運賃の原価割れ、あるいは安全管理に手が回らないという状況 

②対応策

・下請法の改正

・取引適正化のために、公正取引委員会の監視機能の強化

・公正取引委員会と国土交通省を始めとする事業所管省庁との連携強化

・改正法を執行するための必要な体制の確保、適切な価格転嫁、取引適正化の

更なる推進 



第２点目 

①状況 

ティア１、ティア２と言われるような中堅企業に対しては余り金融支援がな

いという状況 

 

②対応策 

プッシュ型で、様々な形で情報収集をおこない、、中小・小規模事業者へ負

担やしわ寄せがないかも含め、関税措置による影響を注視しながら、現場の実

態に即した金融支援も含めて、効果的な対策を講じること 

 

 

第３点目 

①状況 

年二回のコストダウンが要求され、、また、為替が円高になっても円安にな

ってもコストダウンの要求があり、それをのんで対応すると、最終的にはその

自動車会社が過去最高益を出しているという状況 

 

②対応策 

コストダウン圧力が行われないように、政府として、価格Ｇメンや、メーカ

ーに対しての指導などの対応 
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